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新
旧
対
照
表

別
添
２

○

（

）
（
抄
）

防
火
区
画
に
用
い
る
防
火
設
備
等
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
二
千
五
百
六
十
三
号

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第

一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
（
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
あ
つ
て
は
、
火
災
に

一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
（
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
あ
つ
て
は
、
火
災
に

よ
り
煙
が
発
生
し
た
場
合
に
、
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ

よ
り
煙
が
発
生
し
た
場
合
に
、
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
限
る
。
）
を
満
た
す
防
火
設
備
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

と
に
限
る
。
）
を
満
た
す
防
火
設
備
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
防
火

二

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
防
火

設
備
と
す
る
こ
と
。

設
備
と
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

煙
感
知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
感
知
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

ニ

煙
感
知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
感
知
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

倉
庫
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面

（
新
設
）

積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
の
当
該
用
途
に
供
す
る
部

分
に
設
け
る
火
災
情
報
信
号
（
火
災
に
よ
つ
て
生
ず
る
熱
又
は
煙
の
程
度

そ
の
他
火
災
の
程
度
に
係
る
信
号
を
い
う
。
）
を
発
信
す
る
煙
感
知
器
又

は
熱
煙
複
合
式
感
知
器
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、

泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た

部
分
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
煙
感
知
器
又
は
熱
煙
複

合
式
感
知
器
に
用
い
る
電
気
配
線
が
、
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
定

(ⅰ)

(ⅱ)

め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

煙
感
知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
感
知
器
に
接
続
す
る
部
分
に

耐
熱
性

、

(ⅰ)
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を
有
す
る
材
料
で
被
覆
す
る
こ
と
そ
の
他
の
短
絡
を
有
効
に
防
止
す
る

措
置
を
講
じ
た
も
の

短
絡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
影
響
が
準
耐
火
構
造
の
床
若
し

(ⅱ)
く
は
壁
又
は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二

条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
建
築
物
の
部

分
で
そ
の
床
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
以
外
の
部
分
に

及
ば
な
い
よ
う
に
断
路
器
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設
け
た
も
の

ホ
～
ト

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

第
二

令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
（
ニ
に
掲

第
二

令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
（
ニ
に
掲

げ
る
要
件
に
あ
つ
て
は
、
火
災
に
よ
り
温
度
が
急
激
に
上
昇
し
た
場
合
に
、
自
動

げ
る
要
件
に
あ
つ
て
は
、
火
災
に
よ
り
温
度
が
急
激
に
上
昇
し
た
場
合
に
、
自
動

的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
限
る
。
）
を
満
た
す
防
火
設
備

的
に
閉
鎖
又
は
作
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
限
る
。
）
を
満
た
す
防
火
設
備

の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
防
火

二

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
防
火

設
備
と
す
る
こ
と
。

設
備
と
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

熱
感
知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
感
知
器
と
連
動
し
て
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
構

ロ

熱
感
知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
感
知
器
と
連
動
し
て
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
構

造
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

造
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

熱
感
知
器
は
、
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

熱
感
知
器
は
、
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

第
一
第
二
号
ニ
⑶
に
定
め
る
も
の

（
新
設
）

(ⅲ)
⑶

熱
煙
複
合
式
感
知
器
は
、
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

熱
煙
複
合
式
感
知
器
は
、
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

第
一
第
二
号
ニ
⑶
に
定
め
る
も
の

（
新
設
）

(ⅲ)
⑷

（
略
）

⑷

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）


